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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
石膏ボードを破砕する破砕器と、破砕させた石膏ボードを紙と石膏に分離する分離器と、
紙と石膏に分離させた石膏ボードを紙と石膏に選別する選別器を備えた石膏ボードの処理
装置であって、
破砕器で破砕させた石膏ボードを選別器に搬送させるスクリュー式コンベアを配置し、当
該スクリュー式コンベアに螺旋状のスクリューを取付けた軸を平行に２軸配置し、それぞ
れの軸の一部にスクリューに替えて捻りを加えた複数のハンマを取付けて前記分離器の機
能を付加させたことを特徴とする石膏ボードの処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、石膏ボードを紙と石膏に分離処理する石膏ボードの処理装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
石膏ボードは、断熱性・吸音性に優れ、天井・壁材として多く使用され、建築物解体現場
では多量の廃石膏ボードが排出されている。このような廃石膏ボードは、解体後、処理す
ることなく産業廃棄物として安定型最終処分場（産業廃棄物の形態が自然界の作用により
変化しない産業廃棄物の最終処分場）に廃棄されている。ところで、石膏は安定型産業廃
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棄物として認められているが、石膏ボードにおける紙は管理型の廃棄物（産業廃棄物の形
態が自然界の作用により変化する産業廃棄物）として安定型最終処分場に廃棄することが
許されず、管理型最終処分場（産業廃棄物の形態が自然界の作用により変化する産業廃棄
物の最終処分場）に廃棄さなければならないとする規制が強化されつつある。そこで、廃
石膏ボードを石膏と紙に分離させ処理する必要が生じてきた。また石膏と紙に分離されれ
ば、分離された石膏は再利用することも可能である。
ところで、従来この種の石膏ボードを紙と石膏に分離処理する石膏ボードの処理装置Ｂは
、図４に図示する如く構成している。すなわち、上部に投入口１を下部に排出口２を設け
たケース３内に破砕器４と分離器５を設けると共に、排出口２から排出される分離させた
紙と石膏を搬送するスクリュウー式コンベア６と、紙と石膏に選別する選別器７を設けて
いる。
【０００３】
破砕器４は、ケース３に回転自在に取付けた回転軸４ａ，４ｂを平行に配置し、回転軸４
ａ，４ｂには複数の刃４ｃを取付け、回転軸４ａ，４ｂは互いに逆回転し内回りに回転す
るようにしている。このようになっている破砕器４は、投入口１から投入された石膏ボー
ドを粗破砕するようにしている。
【０００４】
分離器５は、ケース３に回転自在に取付けた回転軸５ａ，５ｂを平行に配置し、回転軸５
ａ，５ｂにはローラ５ｃ，５ｄを取付けている。ローラ５ｃ，５ｄの外周には突起５ｅを
それぞれ複数配置し、ローラ５ｃ，５ｄは互いに逆回転し内回りに回転するようにしてい
る。このようになっている分離器５は、粗破砕させた石膏ボードをローラ５ｃ，５ｄ間に
挟圧させて紙と石膏に分離させるようになっている。
【０００５】
スクリュウー式コンベア６は、ケース１０内に螺旋状のスクリュウー６ｂを取付けた回転
軸６ａを回転自在に配置し、前記排出口２と後述する選別器７の入口１１間に設けられ、
分離させた紙と石膏を選別器７に搬送するようになっている。
【０００６】
選別器７は、ケース１２内に震いを配置しているもので、ネット７ａを加振させ紙と石膏
に選別して紙は紙出口１３から、石膏は石膏出口１４から排出させるようになっている。
【０００７】
【発明が解決しょうとする課題】
ところが、このような石膏ボードの処理装置Ｂでは、次のような課題を有していた。すな
わち、分離器５で紙と石膏に分離する際に生じる粉塵が投入口１から吹出してきて、投入
口１から石膏ボードを投入する作業者は、防護メガネ，防護マスク等を着用するなどして
粉塵から身を守る必要があった。
【０００８】
また、石膏ボードの処理装置Ｂは、破砕器４，分離器５，選別器７がそれぞれ上から下に
順に配置されて、その高さが高くなっていた。したがって、石膏ボードの処理装置Ｂを移
動式の石膏ボードの処理装置とする場合には、その高さを低くしコンパクト化が要求され
るものであった。
【０００９】
本発明は、上記課題を解決した石膏ボードの処理装置を提供することを目的とするもので
ある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の石膏ボードの処理装置は、石膏ボードを破砕する破
砕器と、破砕させた石膏ボードを紙と石膏に分離する分離器と、紙と石膏に分離させた石
膏ボードを紙と石膏に選別する選別器を備えた石膏ボードの処理装置であって、
破砕器で破砕させた石膏ボードを選別器に搬送させるスクリュー式コンベアを配置し、当
該スクリュー式コンベアに螺旋状のスクリューを取付けた軸を平行に２軸配置し、それぞ
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れの軸の一部にスクリューに替えて捻りを加えた複数のハンマを取付けて前記分離器の機
能を付加させたことを特徴とするものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下本発明の石膏ボードの処理装置について、図１および図２に図示し以下に説明する。
図１において、Ａは、本発明の石膏ボードの処理装置であって、従来技術で説明した石膏
ボードの処理装置Ｂとはスクリュウー式コンベアに分離器を配置している点で相違してい
る。したがって、破砕器４と選別器７は、従来の技術で説明したものと同じであるので、
これらについては以下の説明において同符号を用い説明を省略する。２０は、ケースであ
って、内部に破砕器４を配置している。２１は、ケース２０に設けられ、石膏ボードを投
入する投入口であり、投入口２１は石膏ボードが入る程度の大きさで、投入口２１から粉
塵がでないようにするためその大きさを出来る限り小さくしている。２２は、粗破砕され
た石膏ボードを排出する排出口である。
【００１３】
２４は、破砕器４で破砕させた石膏ボードを選別器７に搬送させるスクリュウー式コンベ
アであって、ケース２３内に配置した回転軸２４ａの下部側に螺旋状スクリュウー２４ｂ
を配置し、回転軸２４ａの上部側にスクリュウー２４ｂに替えて捻りを加えた複数のハン
マ２５ａ，２５ａ，２５ａを配置している。そして図２に図示するように、ケース２３内
に、前記回転軸２４ａを平行に２軸配置してある。すなわち、スクリュウー式コンベア２
４は、螺旋状スクリュウ２４ｂと捻りを加えた複数のハンマ２５ａ，２５ａ，２５ａで搬
送機能を持たせると共に、複数のハンマ２５ａ，２５ａ，２５ａによる分離器２５の機能
を持たせている。
【００１４】
このように構成した本発明にかかる石膏ボードの処理装置は、次のように作用する。投入
口２１から投入された石膏ボードは、破砕器４で粗破砕されて排出口２２からスクリュウ
ー式コンベア２４に送られる。破砕器４で粗破砕された石膏ボードは、スクリュウー式コ
ンベア２４のスクリュウー２４ｂと複数のハンマ２５ａで選別器７に搬送される。この時
粗破砕された石膏ボードは、スクリュウー式コンベア２４の複数のハンマ２５ａで、更に
破砕されここで紙と石膏に分離される。
【００１５】
すなわち、スクリュウー式コンベア２４に配置された複数のハンマ２５ａは、分離機能を
持たせており、分離器２５として作用するものである。しかも回転軸２４ａは、平行な２
軸で構成してあり、１軸で構成する場合に比して破砕効率（分離効率）ならびに搬送能力
が格段になアップするものである。
【００１６】
選別器７に搬送される分離した紙と石膏ボードは、選別器７の震いにかけられネット７ａ
を石膏がくぐり抜けて石膏排出口１４から石膏が排出され、ネット７ａをくぐり抜けなか
った紙は紙排出口１３より排出される。
【００１７】
このように、本発明の石膏ボードの処理装置Ａは、ケース２０内に粉塵の発生し易い分離
器２５を配置せずにスクリュウー式コンベア２４に配置してあるものだから、投入口２１
から粉塵が吹出すのを可及的に阻止できる。また、破砕器４で粗破砕された石膏ボードは
スクリュウー式コンベア２４のスクリュウ２４ｂで即搬送させるようにしているので、ケ
ース２０内に発生する粉塵を少なくすることができ、投入口２１から粉塵が吹出すのを可
及的に阻止できる。
【００１８】
更に、本発明の石膏ボードの処理装置Ａはケース２０内に分離器２５を配置せずにスクリ
ュウー式コンベア２４に配置してあるものだから、装置全体の高さを低くでき、石膏ボー
ドの処理装置Ａを車両に搭載させ移動式の石膏ボードの処理装置とする場合などには、特
にその高さを低くしコンパクト化するにその効果を発揮できるものである。
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【００１９】
なお、本発明に係る石膏ボードの処理装置Ａは、図３に図示するような安全装置Ｃを備え
ている。すなわち、破砕器４の回転軸４ａ，４ｂは破砕器用電動モータ３０で回転駆動し
、スクリュー式コンベア２４（分離器２５）の回転軸２４ｂ，２４ｂはスクリュー式コン
ベア用電動モータ３１（以下分離器用モータとする）で回転駆動するようになっている。
そして分離器用モータ３１に流れる電流を電流検出器３２で検出することにより、分離器
２５にかかる負荷を検出するようにしている。電流検出器３２で検出された電流値は、コ
ントローラ３３に入力される。
【００２０】
コントローラ３３には、記憶器３４と、演算器３５と、電流制限器３６を備えている。記
憶器３４には、分離器２５にかかる負荷が適切である時の電流値を記憶してあり、演算器
３５では、電流検出器３２で検出された電流値が記憶器３４で記憶された電流値を超えて
いるか否かを演算し、超えている時には超えている電流値に比例して信号を電流得制限出
力器３６に出力する。電流得制限出力器３６では、演算器３５から出力される信号に基づ
いて、電流制限器３７を作動させ破砕器用電動モータ３０に供給される電流を制限するよ
うになっている。
【００２１】
このような安全装置Cを備えているものであるから、破砕器４から大量の石膏ボードが分
離器２５に供給され、分離器２５が過負荷状態になり分離器用モータ３１に流れる電流が
大となった時には、コントローラ３３の出力信号で電流制限器３７により破砕器用電動モ
ータ３０に供給される電流を制限させて、破砕器４からの石膏ボードの供給を低減させ、
分離器２５の負荷を軽負荷にする。よって、分離器２５が過負荷状態になり分離器用モー
タ３１に流れる電流が大となった時に、分離器用モータ３１に流れる電流が許容電流をオ
ーバして、ブレーカが作用して分離器用モータ３１が停止してしまうと言ったことを回避
できる。
【００２２】
また、上記安全装置Ｃは、電流検出器３２とコントローラ３３を用いて安全装置を構成し
たが、分離器用モータ３１に流れる電流が上限値と下限値なった時の信号をそれぞれ電流
制限器３７に出力するようにし、電流が上限値の時には破砕器用電動モータ３０を停止さ
せ、電流が下限値の時には破砕器用電動モータ３０を起動させるようにしたものであって
もよい。このようにすれば、分離器２５が過負荷状態になると破砕器用電動モータ３０を
停止させ、分離器２５が軽負荷状態になると再び破砕器４による破砕を再開させるように
して安全装置Ｃの機能を果すもである。
【００２３】
【発明の効果】
以上の如く構成し作用する本発明の石膏ボードの処理装置は、投入口から粉塵が吹出すの
を可及的に阻止できる。また、装置全体の高さを低くでき、石膏ボードの処理装置を車両
に搭載させ移動式の石膏ボードの処理装置とする場合などには、特にその高さを低くしコ
ンパクト化するにその効果を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の石膏ボードの処理装置を説明する説明図である。
【図２】本発明の石膏ボードの処理装置を説明する説明図で、図１のＸ－Ｘ矢視図である
。
【図３】本発明の石膏ボードの処理装置に備えた安全装置を説明する説明図である。
【図４】従来の石膏ボードの処理装置を説明する説明図である。
【符号の説明】
４破砕器
７　選別器
２４　スクリュウー式コンベア
２４ｂ　スクリュウー
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２５　分離器
２５ａ　ハンマ
Ａ　石膏ボードの処理装置

【図１】 【図２】
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